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賃  貸  借  契  約  書 （案） 

 

 

兵庫県立尼崎北高等学校（以下「甲」という。）と    （以下「乙」という。）とは、電話交換機設

備（以下「物件」という。）の賃貸借について、次の条項に従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則

を守り、これを履行するものとする。 

（対象物件及び設置場所） 

第１条 甲は、乙から別表の物件を賃借し、乙は、甲に当該物件を賃貸する。 

２ 物件及び設置場所は、別表記載のとおりとする。 

（契約期間） 

第２条 契約期間は、令和８年４月１日から令和１４年３月３１日までとする。 

（賃貸借料） 

第３条 賃貸借料は、月額金     円（うち消費税及び地方消費税の額 金     円）とする。

ただし、契約期間中に１か月未満の端数を生じた月、又は乙の責に帰すべき理由により物件を使用でき

なかった月の賃貸借料は、日割計算により算出するものとする。 

（賃貸借料の請求） 

第４条 乙は、毎月10日までに前月分の賃貸借料を甲に請求するものとする。 

（賃貸借料の支払） 

第５条 甲は、前条の規定により乙から正当な請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を乙に支払う

ものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。 

（契約保証金） 

第６条 契約保証金は、     とする。 

（権利、義務の譲渡禁止） 

第７条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ

し、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。 

（使用及び管理） 

第８条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を使用及び管理するものとする。 

（物件の維持及び費用） 

第９条 乙は、甲から故障の通知があったときは、遅滞なく乙の責任において、物件が良好な状態で稼動

できるよう必要な費用を負担して修理するものとし、設置場所での修理が困難な場合は、修理期間中無

償で代替機と交換するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由によってその修理又は交換が必要に

なったときは、この限りでない。 

２ 甲は、物件の修理が必要である場合において、次に掲げるときは、その修理をすることができるもの

とする。 

(1) 乙が、前項に規定する通知があってから  日以内に必要な修理をしないとき。 

(2) 急迫の事情があるとき。 

３ 前項の場合において、甲は、その修理に要した費用を支出したときは、乙に対してその費用の償還を

請求できるものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由によってその修理が必要になったときは、この

限りでない。 

（所有者の表示） 

第10条 乙は、物件に自己の所有である旨の表示を付することができる。 
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（保険） 

第11条 乙は、物件につき乙の費用で動産総合保険を付保するものとする。 

（履行遅滞の場合の違約金） 

第12条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、契約の履行

期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額（月額賃貸借料金×契約月数）につき      

年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。 

（損害賠償） 

第13条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えたときは、その賠償を甲に対して請求

できるものとする。ただし、甲が物件を修理し、又は乙が動産総合保険で補償された場合は、その範囲

内において甲は賠償の責を負わないものとする。 

（搬入・搬出料金） 

第14条 物件の搬入及び搬出に要する費用は、乙の負担とする。 

（甲の通知義務） 

第15条 甲は、物件について改造又は仕様の変更をしようとするときは、乙に事前に書面で通知し、その

承諾を得るものとする。 

２ 甲は、物件について盗難、滅失、損傷等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知するものとする。 

（物件の返還） 

第16条 甲は、契約期間が満了したときは、設置場所において物件を乙に返還するものとする。 

２ 前項の場合において、甲は、物件を受け取った後にこれに生じた損傷（通常の使用及び収益によって

生じた物件の損耗並びに物件の経年劣化を除く。）があるときは、その損傷を原状に復さなければなら

ない。ただし、その損傷が甲の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでな

い。 

（契約解除） 

第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められ

るとき。 

(2) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。 

第17条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。 

(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができな

い、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 

(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約

の入札に関して地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当すると認

めたとき。 

第17条の３ 甲は、第17条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであると

きは、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

２ 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、こ

の契約を解除することができる。 

３ 甲は、前２条及び前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することがで
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きる。 

４ 前２条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求

することはできない。 

５ 第２項及び第３項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対してその損害の賠

償を請求することができる。 

６ 前２条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は、次の各号による金額を違約金とし

て甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約を解除した場合が、この契

約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この

限りでない。 

(1) 賃貸借開始日前に解除した場合には、契約金額の10分の１に相当する額。 

(2) 賃貸借開始日以降に解除した場合には、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの期間に対

する契約金額の10分の１に相当する額。 

（暴力団等の排除） 

第18条 甲は、次条第１号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者（以下「暴力団等」

という。）であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。 

(1) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団及び第３号に規定す

る暴力団員 

(2) 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及

び暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 前条第４項及び第６項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 

第19条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。 

(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるた

めに利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。 

第20条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲

にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。 

（適正な労働条件の確保） 

第21条 削 除 

（賠償の予約） 

第22条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、こ

の契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の２に相当する額を賠償

金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。 

(1) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の６による刑が確定したとき。 

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。 

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下

「独占禁止法」という。）第61条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置

命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項の規定により抗告訴訟を提起し

た場合を除く。 

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、

課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項の規定により抗告訴

訟を提起した場合を除く。 

(5) 前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超
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過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（調査への協力） 

第23条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対

し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することがで

きる。 

２ 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契

約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む６会計年度の間は同様とする。 

（その他） 

第24条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義のある場合は、財務規則（昭和39年兵庫県規則

第31号）によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

 

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

甲 尼崎市塚口町５丁目４０番地の１ 

  兵庫県立尼崎北高等学校 

    校 長                印 

 

乙 住  所 

  会 社 名 

  代表者名                 印 

 

  



5 

 

 

誓 約 書 

 

暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排除に協力す

るため、下記のとおり誓約する。 

記 

 

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと 

２ 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号。）第２条各号に規定する暴力団及び

暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと 

３ 上記１及び２に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について

異議を述べないこと 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県立尼崎北高等学校長 様 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名                

電   話  （    ）    －    番 

                     電子メール 


